
総
理
府

○

令
第
三
十
二
号

大
蔵
省

金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
九
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
金
融
会
社
等
の
会
計
の
整
理
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
一
年
五
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小
渕

恵
三

大
蔵
大
臣

宮
澤

喜
一

特
定
金
融
会
社
等
の
会
計
の
整
理
に
関
す
る
命
令

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条－

第
四
条
）

第
二
章

貸
借
対
照
表
（
第
五
条－

第
十
一
条
）

第
三
章

損
益
計
算
書
（
第
十
二
条－

第
十
七
条
）



第
四
章

利
益
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
（
第
十
八
条
）

第
五
章

附
属
明
細
表
（
第
十
九
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
条－

第
二
十
二
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

特
定
金
融
会
社
等
の
勘
定
科
目
の
分
類
及
び
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
諸

表
の
記
載
要
領
は
、
こ
の
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
特
定
金
融
会
社
等
」
と
は
、
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
金
融
会
社
等
を
い
う
。

２

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
特
定
金
融
業
」
と
は
、
特
定
金
融
会
社
等
が
業
と
し
て
行
う
金
銭
の
貸
付
け
（
手
形
の

割
引
、
売
渡
担
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
金
銭
の
交
付
を
含
む
。
）
を
い
う
。



３

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
関
係
会
社
」
と
は
、
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
関
係

会
社
を
い
う
。

４

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
は
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

号
に
規
定
す
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
い
う
。

５

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
「
連
結
子
会
社
」
と
は
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
連
結
子
会
社

を
い
う
。

（
会
計
原
則
）

第
三
条

特
定
金
融
会
社
等
は
、
次
に
掲
げ
る
原
則
に
よ
っ
て
そ
の
会
計
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
つ
い
て
、
真
実
な
内
容
を
表
示
す
る
こ
と
。

二

利
害
関
係
人
に
対
し
て
、
そ
の
財
政
及
び
経
営
の
状
況
に
関
す
る
判
断
を
誤
ら
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
会
計
事

実
を
明
瞭
に
表
示
す
る
こ
と
。



三

会
計
の
整
理
に
つ
い
て
同
一
の
方
法
を
毎
期
継
続
し
て
適
用
し
、
み
だ
り
に
こ
れ
を
変
更
し
な
い
こ
と
。

四

そ
の
他
一
般
に
公
正
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
会
計
の
原
則
に
よ
る
こ
と
。

（
勘
定
科
目
及
び
財
務
計
算
に
関
す
る
諸
表
）

第
四
条

特
定
金
融
会
社
等
は
、
こ
の
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勘
定
科
目
を
分
類
し
、
か
つ
、
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
諸
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

貸
借
対
照
表

（
貸
借
対
照
表
の
記
載
方
法
）

第
五
条

貸
借
対
照
表
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
六
条

資
産
、
負
債
及
び
資
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
産
の
部
、
負
債
の
部
及
び
資
本
の
部
に
分
類
し
て
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
貸
付
金
の
記
載
方
法
）

第
七
条

貸
付
金
は
、
貸
付
金
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
資
産
の
部
に
掲
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。



２

前
項
の
貸
付
金
は
、
手
形
貸
付
け
、
証
書
貸
付
け
及
び
手
形
の
割
引
、
売
渡
担
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法

に
よ
る
金
銭
の
交
付
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

特
定
金
融
会
社
等
が
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
貸
付
金
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
コ
ー
ル
資
金
を
含

む
も
の
と
す
る
。

４

資
産
を
流
動
資
産
及
び
固
定
資
産
に
分
類
し
て
記
載
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
貸
付
金
の
う
ち
一

年
内
に
回
収
さ
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
流
動
資
産
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務

諸
表
等
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
債
権
に
該
当
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
に
当
該
資

産
を
示
す
名
称
を
も
っ
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
掲
げ
る
分
類
に
従
い
、
そ
の
主
な
項
目
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
の
注
記
）

第
八
条

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
貸
付
金
（
前
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
固
定
資
産
に



記
載
さ
れ
る
貸
付
金
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
は

、
当
該
貸
付
金
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
不
良
債
権
に
関
す
る
注
記
）

第
九
条

貸
付
金
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

た
ん

破
綻
先
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
の
遅
延
が
相
当
期
間
継
続
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
元
本

又
は
利
息
の
取
立
て
又
は
弁
済
の
見
込
み
が
な
い
も
の
と
し
て
未
収
利
息
を
計
上
し
な
か
っ
た
貸
付
金
（
貸
倒
償

却
を
行
っ
た
部
分
を
除
く
。
以
下
「
未
収
利
息
不
計
上
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
又
は
同
項
第
四
号

に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
貸
付
金

二

延
滞
債
権
（
未
収
利
息
不
計
上
貸
付
金
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
利
息
の
支
払
を
猶
予
し
た
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る



貸
付
金

三

三
カ
月
以
上
延
滞
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
が
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
貸
付

金
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
貸
付
金

四

貸
出
条
件
緩
和
債
権
（
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利
息
の

支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債
権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸
付
金
（
前
三

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
貸
付
金

２

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
社
債
等
の
記
載
方
法
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
負
債
は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
負
債
の
部
に
掲
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

社
債
（
転
換
社
債
を
除
く
。
）

二

転
換
社
債

三

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー



２

前
項
各
号
の
負
債
は
、
負
債
を
流
動
負
債
及
び
固
定
負
債
に
分
類
し
て
記
載
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
年

内
に
償
還
又
は
支
払
予
定
の
も
の
と
そ
の
他
の
も
の
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
流
動
負
債
又
は
固
定
負
債
に
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
規
則
の
準
用
）

第
十
一
条

第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
貸
借
対
照
表
の
記
載
方
法
は
、
財
務
諸

表
等
規
則
第
二
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
章

損
益
計
算
書

（
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
十
二
条

損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
本
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
貸
付
金
利
息
の
記
載
方
法
）

第
十
三
条

貸
付
金
利
息
は
、
営
業
収
益
、
売
上
高
そ
の
他
営
業
活
動
に
伴
い
恒
常
的
に
発
生
す
る
収
益
に
属
す
る
も

の
と
す
る
。

２

前
項
の
貸
付
金
利
息
は
、
貸
付
金
利
息
、
貸
付
収
益
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て



記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
利
息
の
注
記
）

第
十
四
条

関
係
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
利
息
が
貸
付
金
利
息
の
総
額
の
百
分
の
二
十
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
金

額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
貸
付
資
金
調
達
費
用
の
記
載
方
法
）

第
十
五
条

貸
付
金
に
係
る
資
金
調
達
費
用
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
貸
付
資
金
調
達
費
用
」
と
い
う
。

）
は
、
営
業
費
用
、
売
上
原
価
そ
の
他
営
業
活
動
に
伴
い
恒
常
的
に
発
生
す
る
費
用
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
貸
付
資
金
調
達
費
用
は
、
資
金
原
価
、
金
融
費
用
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も

っ
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
貸
付
資
金
調
達
費
用
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
貸
付
資
金
調
達
費
用
と
そ
の
他
の
資
金
調
達
費
用
を
区
分
し

て
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
費
用
を
区
分
せ
ず
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
貸
付
資
金
調
達
費
用
は
、
借
入
金
利
息
、
社
債
利
息
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
利
息
、
転
換
社
債



利
息
そ
の
他
の
支
払
利
息
を
含
む
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
貸
付
資
金
調
達
費
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
分
類
に
応
じ
、
そ
の
主
な
項
目
及
び
そ
の
金
額
を

注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
調
達
費
用
を
区
分
せ
ず
記
載
す
る
と
き
は
、

当
該
資
金
調
達
費
用
に
つ
い
て
前
項
に
掲
げ
る
分
類
に
応
じ
、
そ
の
主
な
項
目
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
す
る
も
の
と

す
る
。

（
関
係
会
社
か
ら
の
貸
付
資
金
調
達
費
用
の
注
記
）

第
十
六
条

関
係
会
社
か
ら
の
貸
付
資
金
調
達
費
用
の
総
額
が
貸
付
資
金
調
達
費
用
の
総
額
の
百
分
の
二
十
を
超
え
る

場
合
に
は
、
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
金
調
達
費
用
を

区
分
せ
ず
記
載
す
る
と
き
は
、
関
係
会
社
か
ら
の
当
該
資
金
調
達
費
用
の
総
額
が
資
金
調
達
費
用
の
総
額
の
百
分
の

二
十
を
超
え
る
場
合
に
、
そ
の
金
額
を
注
記
す
る
も
の
と
す
る
。

２

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
規
則
の
準
用
）

第
十
七
条

第
十
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
損
益
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
財
務



諸
表
等
規
則
第
三
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
章

利
益
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書

（
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
の
記
載
方
法
）

第
十
八
条

利
益
処
分
計
算
書
又
は
損
失
処
理
計
算
書
の
記
載
方
法
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
五
章
の
規
定
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
五
章

附
属
明
細
表

（
附
属
明
細
表
の
記
載
方
法
）

第
十
九
条

附
属
明
細
表
の
記
載
方
法
は
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
六
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
六
章

雑
則

（
中
間
貸
借
対
照
表
等
の
記
載
方
法
）

第
二
十
条

特
定
金
融
会
社
等
が
中
間
貸
借
対
照
表
及
び
中
間
損
益
計
算
書
（
以
下
「
中
間
貸
借
対
照
表
等
」
と
い
う

。
）
を
作
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
産
及
び
負
債
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

特
定
金
融
会
社
等
の
中
間
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
る
貸
付
金
に
つ
い
て
、
第
九
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
も

の
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
第

七
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
記
載
方
法
）

第
二
十
一
条

企
業
集
団
（
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
を
い
う
。
）
の
主
た
る
事
業
が
、
特
定
金
融

業
で
あ
る
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
資
産
及
び
負
債
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を

連
結
財
務
諸
表
規
則
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
二
章
及
び
第
三
章

の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
定
金
融
会
社
等
が
連
結
貸
借
対
照
表
及
び
連
結
損
益
計
算
書
（
以
下
「
連
結
貸
借
対
照
表
等
」
と
い
う
。
）
を

作
成
す
る
場
合
は
、
当
該
特
定
金
融
会
社
等
及
び
そ
の
連
結
子
会
社
の
資
産
及
び
負
債
並
び
に
収
益
及
び
費
用
を
第

二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条

特
定
金
融
会
社
等
は
、
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
処
分
計
算
書
又



は
損
失
処
理
計
算
書
及
び
附
属
明
細
表
（
以
下
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
及
び
中
間
貸
借
対
照
表
等
の
提
出
を
求

め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
財
務
諸
表
及
び
中
間
貸
借
対
照
表
等
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
終
了
す
る
事
業
年
度
及
び
連
結
会

計
年
度
（
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
連
結
貸
借
対
照
表
等
並
び
に

平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
以
後
終
了
す
る
中
間
会
計
期
間
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
か
ら
適
用
す
る
。


